
高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金交付要綱 

 

（趣旨及び目的） 

第１条 この要綱は、高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援 （以下「本事業」とい

う。）の実施及び第５条に規定する経費に対する支援金 （以下「支援金」という。）の交付に

関し、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び京都市補助金等

の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

２ 高齢者・障害福祉分野の事業所の運営法人が、事業所で働く介護従事者に対し、市内の民

間賃貸住宅・空き家・公営住宅等の借上げなどにより住宅を確保し、介護従事者を住まわせ

る場合に、住宅確保にかかる初期費用の一部を支援し、介護従事者の積極的な受入体制の

強化を図るものである。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

２ 事業所とは、別表に掲げるものをいう。 

３ 介護従事者とは、雇用期間を定めずに運営法人と労働契約を締結した常勤職員及びこれ

に準ずる常勤職員（以下「無期雇用常勤職員」という。）として、事業所の利用者と接し、

介護又は支援する業務に従事する若しくは従事する予定の者をいう。ただし、在留資格が

ＥＰＡ介護福祉士候補者、在留資格「介護」、技能実習又は特定技能の外国人介護従事者に

おいては、雇用期間が在留期間 （更新予定含む）の満了までの場合も無期雇用常勤職員とみ

なす。 

４ 新卒職員とは、大学・短期大学・専修学校 ・高校を卒業 （卒業見込み含む。）後に直ちに

介護従事者として従事する者又は卒業後３年以内に介護従事者として従事する者をいう。 

５ 担い手向け住宅とは、事業所に勤務する介護従事者が居住することを目的として、事業

者が民間賃貸住宅・空き家・公営住宅等の借上げなどにより確保した住宅をいう。 

６ 非営利法人とは、京都市地域密着型施設整備費補助金交付要綱第１条に定める法人等 （社

会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財

団法人等）をいう。 

 

（交付対象法人） 

第３条 京都市内で事業所を運営している法人であって、次の各号に掲げる要件の全てに該

当するものとする。 

 ⑴ 京都市内に担い手向け住宅を確保したこと。 

⑵ 第４条に定める介護従事者が、担い手向け住宅に入居したこと、又は、入居することが

見込まれること。 

 ⑶ 交付時点において、介護保険法、老人福祉法又は障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律等に基づく特別監査等を受けて結果が判明していない状態に

ないこと。 

 

 



（担い手向け住宅に入居する介護従事者） 

第４条 担い手向け住宅に入居する介護従事者は、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

⑴ 新卒職員 

⑵ 事業所への就職等を機に市内へ移住した者、または、移住する予定である者 

 ⑶ その他、市長が適当と認める者 

 

（支援対象経費） 

第５条 支援の対象となる経費（以下「支援対象経費」という。）は、第８条に規定する申請

を行った年度内において、新たに担い手向け住宅を確保するために交付対象法人が負担し

た礼金、仲介手数料、リノベーション工事費、備品購入費用、その他市長が認めるものとす

る。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除くこととする。 

２ 交付対象法人が、介護従事者から経費の一部を徴収している場合は、支援対象経費から

控除する。 

 

（支援金の算定基準） 

第６条 市長は、予算の範囲内において、担い手向け住宅１戸当たりの支援対象経費に   

１／２を乗じた金額を交付できる。ただし、１戸当たり２０万円を上限とする。 

２ 前項の規定により得た金額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。 

３ 同一法人において、年度内に最大１０戸まで支援金を申請できる。 

４ １戸の担い手向け住宅に複数の介護従事者が入居する場合であっても、１戸当たりの支

援額は第１項で掲げる金額とする。 

 

（欠格条項） 

第７条 第８条に規定する申請年度中に不正請求等による指定取消処分等の行政処分を受け

た施設等に対しては、支援金を交付しない。 

 

（交付申請） 

第８条 条例第９条に規定する申請は、高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金

交付申請書（第１号様式）に住宅確保支援事業計画書及び収支予算書 （第２号様式）を添付

して行わなければならない。 

 

（交付決定通知） 

第９条 市長は、第８条に定める申請の内容を審査し、交付の可否及び交付予定額を決定し、

交付決定通知書（第３号様式）をもって、申請者に通知する。 

２ 交付決定に当たっては、非営利法人からの申請を優先したうえで、先着順とする。 

３ 第１項による交付が認められた交付対象法人が事業を中止、又は廃止した場合などは、

次順位の申請者に対して交付を決定することができる。 

 



（事業の条件等） 

第１０条 交付対象法人が支援金の交付を受ける場合には、次の各号の条件が付されるもの

とする。 

⑴ 第８条の規定に基づき申請された内容を変更（条例第１１条第１項第１号に規定する

軽微な変更を除く。）しようとする場合には、速やかに変更交付申請書（第４号様式）を

提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、申請する戸数を増加

する場合については、増加する戸数について、第８条の規定に基づく交付申請を行うこ

ととする。 

⑵ 条例第１１条第１項第２号の規定により、支援事業等を中止し、又は廃止しようとす

るときは、あらかじめ市長等の承認を受けなければならない。 

⑶ 条例第１１条第１項第２号の規定により、支援事業等が当該年度内に完了しないとき、

又は事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなけ

ればならない。 

⑷ 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日の属する年度の終了後５年間

保管しなければならない。 

⑸ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければなら

ない。 

⑹ この支援金と重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。 

⑺ 上記各号に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を本市に返還させることが

ある。 

 

（変更交付決定通知） 

第１１条 条例１１条の規定による報告の内容が支援金の交付の決定の内容及び付した条件

に適合するか否かを確認し、適合すると認めるときは、変更を決定し、変更交付決定通知書

（第５号様式）をもって、申請者に通知する。 

 

（実績報告） 

第１２条 交付対象法人は、担い手向け住宅を確保し、介護従事者が入居した場合、又は、入

居することが見込まれる場合は、事業実績報告 （第６号様式）に高齢者・障害福祉分野の担

い手向け住宅確保支援事業実施概要及び収支決算書 （第７号様式）を添付して、当該年度の

２月末日までに京都市長に提出するものとする。 

２ 事業実績報告は、担い手向け住宅１戸毎に提出するものとする。 

３ 市長が定める事業実績報告への添付資料として以下の各号に定める書類を提出するもの

とする。 

 ⑴ 雇用（見込み）証明書（第８号様式） 

 ⑵ 介護従事者が入居したことを証する住民票 

 ⑶ 住宅確保に係る経費支払書（領収書等） 

 ⑷ 担い手向け住宅の居室内の図面及び写真 



４ 第４条第１号に規定する新卒職員が入居する場合は、前項に規定する書類のほか、大学

卒業に係る申出書（第９号様式）を提出するものとする。 

５ 第３条第１項第２号に定める介護従事者のうち、担い手向け住宅に入居することが見込

まれる場合においては、担い手向け住宅に入居後、速やかに住民票を提出するものとする。 

６ 市長は、必要があると認めるときは、事業の執行の状況等に関し、事業実施事業者から報

告を求めることができる。 

 

（支援金額の確定通知） 

第１３条 市長は、条例１８条の規定による報告の内容が支援金の交付の決定の内容及び付

した条件に適合するか否かを確認し、適合すると認めるときは、交付額を決定し、交付額確

定通知書（第１０号様式）をもって、申請者に通知する。 

 

（支援金交付の時期及び請求） 

第１４条 申請者は、前条による支援金額の確定後、市長に対し請求するものとする。 

 

（支援金の返還等） 

第１５条 市長は、支援金の交付を受けたものが、次の各号に該当するときは、すでに交付し

た支援金の全部または一部の返還を命じることができる。 

⑴ 第３条第１項第２号に定める介護従事者が、担い手向け住宅に入居するとして実績報

告をしたにも関わらず、入居の見込みがなくなったとき。 

⑵ 交付申請及び実績報告等に偽り、その他、不正の行為があったとき。 

 

（補則） 

第１６条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については、所管部長が別途定める。 

 

附 則 

  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金給付対象事業所 

 

１ 高齢者施設・事業所 

入
所
系 

特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健

施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、特定施設入居者生

活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、ケア

ハウス、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅

介護、看護小規模多機能型居宅介護 

通
所
系 

通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビ

リテーション 

訪
問
系 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理

指導、居宅介護支援、介護予防支援  

  ※ 各施設及び事業所における、介護予防サービス及び介護予防・日常生

活支援総合事業も対象とする。 

 

２  障害者施設・事業所 

入
所
系 

療養介護、施設入所支援、共同生活援助 

通
所
系 

生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労

選択支援 

訪
問
系 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支

援 

そ
の
他 

地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、就労定着支援、自立生

活援助 

 

 

 

別表 



第１号様式（第８条関係） 

 

高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金交付申請書 

 

（あて先）京都市長     年   月   日 

法人等の所在地 法人等の名称及び代表者の氏名 

 

 

 

 

担当者 

電話番号   －    － 

 

 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定により、支援金の交付を申請します。 

事 業 所 名 称 
 

事 業 所 種 別 
 

事 業 所 所 在 地 
 

担い手向け住宅の確保予定数 
 

費 用 の 総 額 
 

交 付 申 請 額 
 

介護従事者の採用予定日（内示予定日） 
 

介 護 従 事 者 の 入 居 予 定 日 
 



第２号様式（第８条関係） 

 

住宅確保支援事業計画書及び収支予算書 

 

１ 採用に係る計画 

従事予定事業所① （事業所名）  

（住  所） 

 

 

（採用予定数）          人 

（採用予定時期）   月   日 

従事予定事業所② （事業所名） 

（住  所） 

 

 

（採用予定数）          人 

（採用予定時期）   月   日 

従事予定事業所③ （事業所名） 

（住  所） 

 

 

（採用予定数）          人 

（採用予定時期）   月   日 

採用スケジュール ４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

10 月 

11 月 

12 月 

１月 

２月 

３月 



２ 担い手向け住宅（確保に当たり希望条件） 

担い手向け住宅① （希望場所（※１）） 

（戸数）      戸 

（賃料相場（１住戸当たり）） 

□３万円未満      □３万円以上４万円未満 

□４万円以上５万円未満 □５万円以上６万円未満 

□６万円以上７万円未満 □７万円以上 

（介護従事者負担額）        円 

（法人で購入予定の家具・家電等及び費用（※２）） 

 

 

 

（物件を探す方法） 

 

担い手向け住宅② （希望場所（※１）） 

（戸数）      戸 

（賃料相場（１住戸当たり）） 

□３万円未満      □３万円以上４万円未満 

□４万円以上５万円未満 □５万円以上６万円未満 

□６万円以上７万円未満 □７万円以上 

（介護従事者負担額）        円 

（法人で購入予定の家具・家電等及び費用（※２）） 

 

 

 

 

（物件を探す方法） 

 

（※１） 具体的な場所が決まっていない場合は、行政区や事業所からの距離などの担い手 

向け住宅の確保予定場所などを記載ください。 

（※２） 必要に応じ、行追加のうえ記載ください。（別紙でも可） 

金額が確定していない場合は、概算の費用を記載ください。 

 



３ 収支予算書（住宅の確保に関する費用） 

収入 支出 

法人負担額  礼金  

本市支援金額  仲介手数料  

介護従事者負担額  リノベーション工事費  

その他  その他  

収入合計  支出合計  



第３号様式（第９条第１項関係） 

京都市指令   第   号 

年   月   日 

 

高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金交付通知書 

 

 
           様 

 
京   都   市   長  

（担当：          ） 
 

 

年  月  日に申請のありました高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保

支援金の交付について、次のとおり決定しましたので、通知します。 

 

１ 交付の可否  □交付    □不交付（理由                ） 

 

２ 交付予定額 金        円 

 

３ 交付対象住戸数        戸 

 

４ 交付条件 

⑴ 第８条の規定に基づき申請された内容を変更（条例第１１条第１項第１号に規定する

軽微な変更を除く。）しようとする場合には、速やかに変更交付申請書（第４号様式）を

提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、申請する戸数を増加

する場合については、増加する戸数について、第８条の規定に基づく交付申請を行うこ

と。 

⑵ 条例第１１条第１項第２号の規定により支援事業等を中止し、又は廃止しようとする

ときは、あらかじめ市長等の承認を受けなければならない。 

⑶ 支援事業等が当該年度内に完了しないとき、又は事業等の遂行が困難となったときは、

速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

⑷ 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日の属する年度の終了後５年間

保管しなければならない。 

⑸ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、



善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければなら

ない。 

⑹ この支援金と重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。 

⑺ 上記各号に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を本市に返還させることが

ある。 

 

（教示） 

この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内

に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この

決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなく

なります。また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請

求に対する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京

都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟

において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、こ

の決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁

決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起する

ことはできなくなります。



第４号様式（第１０条関係） 

 

高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金変更交付申請書 

 

（あて先）京都市長     年   月   日 

法人等の所在地 法人等の名称及び代表者の氏名 

 

 

 

担当者 

電話番号   －    － 

 

京都市補助金等の交付等に関する条例第１１条の規定により、高齢者・障害福祉分野の担

い手向け住宅確保支援金の交付申請について、以下のとおり変更します。 

変更前 変更後 

 

 

（添付資料）その他必要な資料



第５号様式（第１１条関係） 

京都市指令   第  号 
  年  月  日 

 
高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金変更交付決定通知書 

 
 
           様 

 
京   都   市   長  

（担当：          ） 
 
 

   年  月  日付けで変更交付申請がありました高齢者・障害福祉分野の担い手向け

住宅確保支援金については、京都市補助金等の交付等に関する条例第１２条の規定に基づき、

下記のとおり通知します。 
 

記 
 
１ 交付の可否  □交付   □不交付（理由                 ） 
２ 交付予定額  金          円 
   （変更前）  金          円 
３ 支払条件 
４ 交付条件 

⑴ 第８条の規定に基づき申請された内容を変更（条例第１１条第１項第１号に規定する

軽微な変更を除く。）しようとする場合には、速やかに変更交付申請書（第４号様式）を

提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、申請する戸数を増加

する場合については、増加する戸数について、第８条の規定に基づく交付申請を行うこ

と。 

⑵ 条例第１１条第１項第２号の規定により支援事業等を中止し、又は廃止しようとする

ときは、あらかじめ市長等の承認を受けなければならない。 

⑶ 支援事業等が当該年度内に完了しないとき、又は事業等の遂行が困難となったときは、

速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

⑷ 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日の属する年度の終了後５年間

保管しなければならない。 



⑸ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければなら

ない。 

⑹ この支援金と重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。 

⑺ 上記各号に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を本市に返還させることが

ある。 
 
（教示） 

この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内

に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この

決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなく

なります。 
 また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対す

る京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被

告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます。（訴訟において

京都市を代表する者は、京都市長となります。）ただし、当該期間内であっても、この決定が

あった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があっ

た日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはで

きなくなります。 

  



第６号様式（第１２条第１項関係） 

 

高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金実績報告書 

 

（あて先）京都市長     年   月   日 

法人等の所在地 法人等の名称及び代表者の氏名 

 

 

 

 

担当者 

電話番号   －    － 

 

 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定により、支援金の交付を申請します。 

事 業 所 名 称 
 

事 業 所 種 別 
 

事 業 所 所 在 地 
 

担い手向け住宅の確保数 
 

費 用 の 総 額 
 

交 付 申 請 額 
 

介護従事者による入居日（予定含む。） 
 

介 護 従 事 者 の 採 用 日 （ 内 示 日 ） 
 



第７号様式（第１２条第１項関係） 

 

高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援事業実施概要及び収支決算書 

 

１ 採用に係る実施概要 

従事事業所① （事業所名） 

（住   所） 

 

 

（ 採 用 数 ）          人 

（採用予定時期）   月   日 

従事事業所② （事業所名） 

（住   所） 

 

 

（ 採 用 数 ）          人 

（採用予定時期）   月   日 

従事事業所③ （事業所名） 

（住   所） 

 

 

（ 採 用 数 ）          人 

（採用予定時期）   月   日 

採用実績 ４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

９月 

10 月 

11 月 

12 月 

１月 

２月 

３月 



２ 担い手向け住宅 

担い手向け住宅① （場    所） 

（戸     数）      戸 

（賃     料）      円 

（ 介 護 従 事 者 負 担 額 ）      円 

（法人で購入の家具・家電等） 

 

 

担い手向け住宅② （場    所） 

（戸     数）      戸 

（賃     料）      円 

（ 介 護 従 事 者 負 担 額 ）      円 

（法人で購入の家具・家電等） 

 

 

   

 

３ 収支決算書（住宅の確保に関する費用） 

収入 支出 

法人負担額 円 礼金 円 

本市支援金額 円 仲介手数料 円 

介護従事者負担額 円 リノベーション工事費 円 

その他 円 その他 円 

収入合計 円 支出合計 円 



第８号様式（第１２条第３項関係） 

 

雇用証明書（雇用予定証明書） 

 

 

（フリガナ） 

氏    名 

（             ） 

 

生 年 月 日      年   月   日 

勤務先事業所  

雇用開始年月日      年   月   日 

職    種  

月の勤務日数       日 

勤 務 時 間 時   分～   時   分 

その他特記事項  

 

 

上記の者は、記載のとおり雇用又は雇用予定であることを証明します。 

 

 

 

 

年  月  日 

法人名又は施設名                    

代表者                

連絡先                         

      



第９号様式（第１２条第４項関係） 

 

卒業（見込み）申出書 

 

 

（フリガナ） 

氏       名 

（             ） 

 

生 年 月 日      年   月   日 

大学名・短期大学名 

専門学校名・高校名 
 

学 部 等  

卒業の日付（見込み含む。） 令和   年   月   日 

職     種  

月 の 勤 務 日 数      日 

勤 務 時 間 時   分～   時   分 

そ の 他 特 記 事 項  

 

 

以上のとおり、大学等を卒業済み（見込み）であることを申し出ます。 

 

 

 

 

年  月  日   

 

職員氏名           

 

 



第１０号様式（第１３条関係） 

京都市指令   第   号 

年   月   日 

 

高齢者・障害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金交付額確定通知書 

 

 
           様 

 
京   都   市   長  

（担当：          ） 

 

 

年  月  日京都市指令第   号により、（交付決定・変更承認）した高齢者・障

害福祉分野の担い手向け住宅確保支援金について、   年  月  日付で提出された実

績報告に基づき、次のとおり交付額を確定しましたので通知します。 

 
交付額 金           円 

 

（教示） 

 この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内

に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この

決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなく

なります。 

 また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対す

る京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被

告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において

京都市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定が

あった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があっ

た日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはで

きなくなります。 


